
ティップネス会則（現行2022.03.28） ティップネス会則（改定2024.05.01）改定箇所 ティップネス会則（改定2024.05.01）改定版

第4条（入会資格）

本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。

① 13才以上もしくは中学生以上で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。一部店舗では、16才以上とします。

② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを

自ら保証する方。

③ 入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断さ

れた方。

④ 過去に本クラブで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含

む）、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去

の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。

⑤ 次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した

方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方｡

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方｡

・妊娠している方。

・上記の他、会社が審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、会社が本クラブの会員として不適切と判断してない方。

第4条（入会資格）

本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。

① 13才以上もしくは中学生以上で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。一部店舗では、16才以上とします。

② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを

自ら保証する方。

③ 入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断さ

れた方。

④ 過去に本クラブで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含

む）、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去

の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。

⑤ 次のいずれかに該当した場合ており、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意

した方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方｡

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方｡

・妊娠している方。

・上記の他、会社が審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、会社が本クラブの会員として不適切と判断してない方。

第4条（入会資格）

本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。

① 13才以上もしくは中学生以上で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。一部店舗では、16才以上とします。

② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを

自ら保証する方。

③ 入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断さ

れた方。

④ 過去に本クラブで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含

む）、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去

の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。

⑤ 次のいずれかに該当しており、本クラブが別途定める条件に同意した方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方｡

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方｡

・妊娠している方。

・上記の他、会社が審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、会社が本クラブの会員として不適切と判断してない方。

第7条（諸会費･諸料金）

① 会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本クラブは

未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認める場合

があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものと

します｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場合､適

用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金を含め法改正の内容に従い､会員は会社が定

めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は会社がこれを定めます｡

本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります｡入会金の有無､金額は別に定め､会員は入会時に

これを支払うこととします｡入会金は契約締結のためのものであり､理由の如何を問わず会員にこれを返還しないも

のとします｡

④ 利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。

尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、会社が別途定める基準によるものとします｡

⑤ 会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃、利用権利の変

更もしくは入会金･諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 月会費を滞納している会員は､施設のご利用をお断りします｡また未払い分の月会費は支払わなければなりませ

ん｡

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､会社所定の退会手続きが完了するまでの間､会社が適当と認め

る順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまたは会社が認める理

由がある場合のみ返還いたします｡尚､返還先は､会員本人または第7条①で予め会社が認めている会員の代理人とし

ます｡

第7条（諸会費･諸料金）

① 会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本クラブは

未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認める場合

があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場合､適

用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金前受金を含め法改正の内容に従い､会員は会

社が定めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は会社がこれを定めます｡尚、諸会費・諸料金の改定により差額が発

生した場合、会社は、会員に対してその差額を徴収または返還するものとします。

本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります｡入会金の有無､金額は別に定め､会員は入会時に

これを支払うこととします｡入会金は契約締結のためのものであり､理由の如何を問わず会員にこれを返還しないも

のとします｡

④ 利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。

尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に会社に前受金として納入している方が退会した場合は、会社

が別途定める基準によるものとします｡

⑤ 会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃、利用権利の変

更もしくは入会金･諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 月会費を滞納している会員は､施設のご利用をお断りします｡また未払い分の月会費は支払わなければなりませ

ん｡

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､会社所定の退会手続きが完了するまでの間､会社が適当と認め

る順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまたは会社が認める理

由がある場合のみ返還いたします｡尚､返還先は､会員本人または第7条①で予め会社が認めている会員の代理人とし

ます｡

第7条（諸会費･諸料金）

① 会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本クラブは

未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認める場合

があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場合､適

用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前受金を含め法改正の内容に従い､会員は会社が定

めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は会社がこれを定めます｡尚、諸会費・諸料金の改定により差額が発

生した場合、会社は、会員に対してその差額を徴収または返還するものとします。

本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります｡入会金の有無､金額は別に定め､会員は入会時に

これを支払うこととします｡入会金は契約締結のためのものであり､理由の如何を問わず会員にこれを返還しないも

のとします｡

④ 利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。

尚、諸会費・諸料金を会社に前受金として納入している方が退会した場合は、会社が別途定める基準によるものと

します｡

⑤ 会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃、利用権利の変

更もしくは入会金･諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 月会費を滞納している会員は､施設のご利用をお断りします｡また未払い分の月会費は支払わなければなりませ

ん｡

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､会社所定の退会手続きが完了するまでの間､会社が適当と認め

る順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまたは会社が認める理

由がある場合のみ返還いたします｡尚､返還先は､会員本人または第7条①で予め会社が認め

ている会員の代理人とします｡

附則

本会則は、2022年3月28日より施行いたします。

附則

本会則は、2022年3月28日2024年5月1日より施行いたします。

附則

本会則は、2024年5月1日より施行いたします。
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法人登録会員会則（現行2022.03.01） 法人登録会員会則（改定2024.05.01）改定箇所 法人登録会員会則（改定2024.05.01）改定版

第4条（登録資格）

本クラブの法人登録会員に登録する資格を有する方は､契約法人の役員･従業員及び役員･従業員の家族

に限定され､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 16歳以上で､本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 登録にあたり契約法人の承認を得た上で､法人登録会員として登録を希望する方｡

③ 暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当しないこ

とを自ら保証する方｡

④ 登録に先だって､本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがな

いと判断された方｡

⑤ 過去に本クラブで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い､結果的に自ら退会した

方を含む）､または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない

方｡また､過去の除名原因が明確であり､会社が別途定める基準に応じて再度登録資格を認めた方｡

⑥ 次のいずれかに該当した場合､本クラブが別途定める審査において登録資格が認められ､登録条件に同意

した方｡

･刺青､ファッションタトゥーがある方｡

･集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

･施設を一人で利用できない方｡

･妊娠している方｡

･上記の他､会社が審査を必要と判断した方｡

⑦ その他、会社が本クラブの法人登録会員として不適切と判断してない方。

第4条（登録資格）

本クラブの法人登録会員に登録する資格を有する方は､契約法人の役員･従業員及び役員･従業員の家族

に限定され､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 16歳以上で､本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 登録にあたり契約法人の承認を得た上で､法人登録会員として登録を希望する方｡

③ 暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当しないこ

とを自ら保証する方｡

④ 登録に先だって､本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがな

いと判断された方｡

⑤ 過去に本クラブで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い､結果的に自ら退会した

方を含む）､または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない

方｡また､過去の除名原因が明確であり､会社が別途定める基準に応じて再度登録資格を認めた方｡

⑥ 次のいずれかに該当した場合ており､本クラブが別途定める審査において登録資格が認められ､登録条件

に同意した方｡

･刺青､ファッションタトゥーがある方｡

･集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

･施設を一人で利用できない方｡

･妊娠している方｡

･上記の他､会社が審査を必要と判断した方｡

⑦ その他、会社が本クラブの法人登録会員として不適切と判断してない方。

第4条（登録資格）

本クラブの法人登録会員に登録する資格を有する方は､契約法人の役員･従業員及び役員･従業員の家族

に限定され､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 16歳以上で､本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 登録にあたり契約法人の承認を得た上で､法人登録会員として登録を希望する方｡

③ 暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当しないこ

とを自ら保証する方｡

④ 登録に先だって､本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがな

いと判断された方｡

⑤ 過去に本クラブで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い､結果的に自ら退会した

方を含む）､または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない

方｡また､過去の除名原因が明確であり､会社が別途定める基準に応じて再度登録資格を認めた方｡

⑥ 次のいずれかに該当しており、本クラブが別途定める条件に同意した方。

･刺青､ファッションタトゥーがある方｡

･集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

･施設を一人で利用できない方｡

･妊娠している方｡

･上記の他､会社が審査を必要と判断した方｡

⑦ その他、会社が本クラブの法人登録会員として不適切と判断してない方。

附則

本会則は､2022年3月1日より施行いたします｡

附則

本会則は､2022年3月1日2024年5月1日より施行いたします｡

附則

本会則は､2024年5月1日より施行いたします｡
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ティップネス・キッズ会則（現行2022.03.01） ティップネス・キッズ会則（改定2024.05.01）改定箇所 ティップネス・キッズ会則（改定2024.05.01）改定版

第4条（入会資格）

本スクールの入会資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 0 歳以上15 歳以下で､親権者が本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 親権者が暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当し

ないことを親権者自ら保証する方｡

③ 入会に先だって､本スクールの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと

判断された方｡

④ 本人または親権者が過去に本スクールで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い､結

果的に自ら退会した方を含む）､または会員制スクール等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったこと

がない方｡また､過去の除名原因が明確であり､会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方｡

⑤ 次のいずれかに該当した場合､本スクールが別途定める審査において入会資格が認められ､入会条件に同意し

た方｡

･本人または親権者に刺青､ファッションタトゥーがある方｡

･集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

･一人で参加できない方｡

･同伴者が妊娠している方｡

･上記の他､会社が審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、会社が本スクールの会員として不適切と判断してない方。

第4条（入会資格）

本スクールの入会資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 0 歳以上15 歳以下で､親権者が本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 親権者が暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当し

ないことを親権者自ら保証する方｡

③ 入会に先だって､本スクールの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと

判断された方｡

④ 本人または親権者が過去に本スクールで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い､結

果的に自ら退会した方を含む）､または会員制スクール等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったこと

がない方｡また､過去の除名原因が明確であり､会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方｡

⑤ 次のいずれかに該当した場合ており､本スクールが別途定める審査において入会資格が認められ､入会条件に

同意した方｡

･本人または親権者に刺青､ファッションタトゥーがある方｡

･集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

･一人で参加できない方｡

･レッスンに参加する同伴者が妊娠している方｡

･上記の他､会社が審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、会社が本スクールの会員として不適切と判断してない方。

第4条（入会資格）

本スクールの入会資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 0 歳以上15 歳以下で､親権者が本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 親権者が暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当し

ないことを親権者自ら保証する方｡

③ 入会に先だって､本スクールの実施するメディカルチェック等の結果

により施設の利用に差し支えがないと判断された方｡

④ 本人または親権者が過去に本スクールで除名処分となったことがない（除名処分に該当する行為を行い､結

果的に自ら退会した方を含む）､または会員制スクール等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったこと

がない方｡また､過去の除名原因が明確であり､会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方｡

⑤ 次のいずれかに該当しており、本クラブが別途定める条件に同意した方。

･本人または親権者に刺青､ファッションタトゥーがある方｡

･集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

･一人で参加できない方｡

･レッスンに参加する同伴者が妊娠している方。

･上記の他､会社が審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、会社が本スクールの会員として不適切と判断してない方。

第8条（諸会費･諸料金）

① 会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本ス

クールは会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認める

場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金を含め法改正の内容に従い､会員

は会社が定めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は会社がこれを定めます｡

④ 利用回数の有無にかかわらず､所定の退会手続きを完了した退会月迄は､月会費のお支払いが必要となりま

す｡

⑤ 会社は本スクールの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､クラスの改廃、利用権利

の変更もしくは諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 月会費を滞納している会員は､施設のご利用をお断りします｡また未払い分の月会費は支払わなければなりま

せん｡

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､会社所定の退会手続きが完了するまでの間､会社が適当と

認める順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまたは会社が

認める理由がある場合のみ返還いたします｡

尚､返還先は､会員本人または第8 条①で予め会社が認めている会員の代理人とします｡

第8条（諸会費･諸料金）

① 会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本ス

クールは会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認める

場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金前受金を含め法改正の内容に従

い､会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は会社がこれを定めます｡尚、諸会費・諸料金の改定により差額

が発生した場合、会社は、会員に対してその差額を徴収または返還するものとします。

④ 利用回数の有無にかかわらず､所定の退会手続きを完了した退会月迄は､月会費のお支払いが必要となりま

す｡尚、諸会費・諸料金を会社に前受金として納入している方が退会した場合は、会社が別途定める基準による

ものとします｡

⑤ 会社は本スクールの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､クラスの改廃、利用権利

の変更もしくは諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 月会費を滞納している会員は､施設のご利用をお断りします｡また未払い分の月会費は支払わなければなりま

せん｡

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､会社所定の退会手続きが完了するまでの間､会社が適当と

認める順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまたは会社が

認める理由がある場合のみ返還いたします｡

尚､返還先は､会員本人または第8 条①で予め会社が認めている会員の代理人とします｡

第8条（諸会費･諸料金）

① 会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本ス

クールは会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認める

場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前受金を含め法改正の内容に従い､会員

は会社が定めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は会社がこれを定めます｡尚、諸会費・諸料金の改定により差額

が発生した場合、会社は、会員に対してその差額を徴収または返還するものとします。

④ 利用回数の有無にかかわらず､所定の退会手続きを完了した退会月迄は､月会費のお支払いが必要となりま

す｡尚、諸会費・諸料金を会社に前受金として納入している方が退会した場合は、会社が別途定める基準による

ものとします｡

⑤ 会社は本スクールの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､クラスの改廃、利用権利

の変更もしくは諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 月会費を滞納している会員は､施設のご利用をお断りします｡また未払い分の月会費は支払わなければなりま

せん｡

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､会社所定の退会手続きが完了するまでの間､会社が適当と

認める順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまたは会社が

認める理由がある場合のみ返還いたします｡

尚､返還先は､会員本人または第8 条①で予め会社が認めている会員の代理人とします｡

附則

本会則は､2022年3月1日より施行いたします｡

附則

本会則は、2022年3月28日2024年5月1日より施行いたします。

附則

本会則は､2024年5月1日より施行いたします｡
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第3条(入会資格･入会手続き)

①本スクールに入会の資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします。

(1)18歳以上かつ13週目以降の医師が正常な妊娠で健康であることを証明する妊婦で､本会則を承認し､諸規則を遵

守する方。(但し､高校生は入会資格がありません｡)

(2)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを

自ら保証する方。

(3)入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断さ

れた方。

(4) ｢他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方。

(5)過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含

む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の

除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。

(6)次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した

方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方。

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方。

・上記の他、会社が審査を必要と判断した方。

②本スクールに入会を希望する方は､配偶者･父母･親権者のいずれかが連署の上入会手続きを行うものとします｡こ

の場合､連署した方は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うもとのとします｡

③本スクールの会員となる方は入会手続きの際､氏名､生年月日､性別､連絡先電話番号､現住所､緊急連絡先と電話番

号､郵便物送付先､勤務先名称と勤務先住所､および会費決済に必要な情報を登録するものとします｡また､会員とな

る方は登録内容が正確であることを保証するものとします｡

④会員資格を喪失した方が､本スクールに入会を希望する場合､会社は資格喪失理由により､諸会費･諸料金の割引を

適用しない場合があります｡また､本スクールは､第3条①(6)により再度入会資格を認めた方について､諸会費･諸料金

の支払方法を指定する場合があります｡

第3条(入会資格･入会手続き)

①本スクールに入会の資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします。

(1)18歳以上かつ13週目以降の医師が正常な妊娠で健康であることを証明する妊婦で､本会則を承認し､諸規則を遵

守する方。(但し､高校生は入会資格がありません｡)

(2)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを

自ら保証する方。

(3)入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断さ

れた方。

(4) ｢他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方。

(5)過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含

む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の

除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。

(6)次のいずれかに該当した場合ており、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意

した方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方。

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方。

・上記の他、会社が審査を必要と判断した方。

②本スクールに入会を希望する方は､配偶者･父母･親権者のいずれかが連署の上入会手続きを行うものとします｡こ

の場合､連署した方は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うもとのとします｡

③本スクールの会員となる方は入会手続きの際､氏名､生年月日､性別､連絡先電話番号､現住所､緊急連絡先と電話番

号､郵便物送付先､勤務先名称と勤務先住所､および会費決済に必要な情報を登録するものとします｡また､会員とな

る方は登録内容が正確であることを保証するものとします｡

④会員資格を喪失した方が､本スクールに入会を希望する場合､会社は資格喪失理由により､諸会費･諸料金の割引を

適用しない場合があります｡また､本スクールは､第3条①(6)により再度入会資格を認めた方について､諸会費･諸料金

の支払方法を指定する場合があります｡

第3条(入会資格･入会手続き)

①本スクールに入会の資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします。

(1)18歳以上かつ13週目以降の医師が正常な妊娠で健康であることを証明する妊婦で､本会則を承認し､諸規則を遵

守する方。(但し､高校生は入会資格がありません｡)

(2)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを

自ら保証する方。

(3)入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断さ

れた方。

(4) ｢他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方。

(5)過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含

む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがな方。また、過去の除

名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。

(6)次のいずれかに該当しており、本クラブが別途定める条件に同意した方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方。

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方。

・上記の他、会社が審査を必要と判断した方。

②本スクールに入会を希望する方は､配偶者･父母･親権者のいずれかが連署の上入会手続きを行うものとします｡こ

の場合､連署した方は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うもとのとします｡

③本スクールの会員となる方は入会手続きの際､氏名､生年月日､性別､連絡先電話番号､現住所､緊急連絡先と電話番

号､郵便物送付先､勤務先名称と勤務先住所､および会費決済に必要な情報を登録するものとします｡また､会員とな

る方は登録内容が正確であることを保証するものとします｡

④会員資格を喪失した方が､本スクールに入会を希望する場合､会社は資格喪失理由により､諸会費･諸料金の割引を

適用しない場合があります｡また､本スクールは､第3条①(6)により再度入会資格を認めた方について､諸会費･諸料金

の支払方法を指定する場合があります｡

第5条( 諸会費･諸料金)

①会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本クラブ

は未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認め

る場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

②諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金を含め法改正の内容に従い､会員

は会社が定めた方法で差額を負担するものとします｡

③会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃もしくは諸会

費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

第5条( 諸会費･諸料金)

①会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本クラブ

は未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認め

る場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

②諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金前受金を含め法改正の内容に従

い､会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします｡

③会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃もしくは諸会

費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

第5条( 諸会費･諸料金)

①会員は会社が定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に会社に納入しなければなりません｡本クラブ

は未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金の納入を認め

る場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします｡

②諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前受金を含め法改正の内容に従い､会員

は会社が定めた方法で差額を負担するものとします｡

③会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃もしくは諸会

費･諸料金等の金額を変更することができ､会社が定めた方法により告知するものとします｡

附則

本会則は､2019年10月1日より施行いたします｡

附則

本会則は、2022年3月28日2024年5月1日より施行いたします。

附則

本会則は､2024年5月1日より施行いたします｡
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第4条（入会資格）

本クラブの入会資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 16 才以上もしくは高校生以上で､本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当しないこと

を自ら保証する方｡

③ 入会に先だって､本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判

断された方｡

④ 過去に本クラブを含む会社が運営するクラブ･施設で除名処分となったことがない（除名処分に該当する行

為を行い､結果的に自ら退会した方を含む）､または会員制スポーツクラブ等で除名処分となったことがない方｡

また､過去の除名原因が明確であり､本クラブが別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方｡

⑤ 次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意し

た方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方｡

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方｡

・妊娠している方。

・上記の他、本クラブが審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、本クラブが会員として不適切と判断してない方。

第4条（入会資格）

本クラブの入会資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 16 才以上もしくは高校生以上で､本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当しないこと

を自ら保証する方｡

③ 入会に先だって､本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判

断された方｡

④ 過去に本クラブを含む会社が運営するクラブ･施設で除名処分となったことがない（除名処分に該当する行

為を行い､結果的に自ら退会した方を含む）､または会員制スポーツクラブ等で除名処分となったことがない方｡

また､過去の除名原因が明確であり､本クラブが別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方｡

⑤ 次のいずれかに該当した場合ており、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に

同意した方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方｡

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方｡

・妊娠している方。

・上記の他、本クラブが審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、本クラブが会員として不適切と判断してない方。

第4条（入会資格）

本クラブの入会資格を有する方は､以下の項目を全て満たす方とします｡

① 16 才以上もしくは高校生以上で､本会則を承認し､諸規則を遵守する方｡

② 暴力団･暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方｡また､将来にわたりこれに該当しないこと

を自ら保証する方｡

③ 入会に先だって､本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判

断された方｡

④ 過去に本クラブを含む会社が運営するクラブ･施設で除名処分となったことがない（除名処分に該当する行

為を行い､結果的に自ら退会した方を含む）､または会員制スポーツクラブ等で除名処分となっ

たことがない方｡また､過去の除名原因が明確であり､本クラブが別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた

方｡

⑤ 次のいずれかに該当しており、本クラブが別途定める条件に同意した方。

・刺青、ファッションタトゥーがある方｡

・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。

・施設を一人で利用できない方｡

・妊娠している方。

・上記の他、本クラブが審査を必要と判断した方｡

⑥ その他、本クラブが会員として不適切と判断してない方。

第7条（諸会費･諸料金）

① 会員は本クラブが定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に本クラブに納入しなければなりませ

ん｡本クラブは未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金

の納入を認める場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとし

ます｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金を含め法改正の内容に従い､会員

は本クラブが定めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は本クラブがこれを定めます｡

④ 利用回数の有無にかかわらず､書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となりま

す｡尚､退会の際､前払い済みの諸会費･諸料金がある場合は､本クラブが別途定める基準により算出した金額を､

月会費の振替口座へ返還するものとします｡

⑤ 本クラブが運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃、利用権利の変更

もしくは諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､本クラブが定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 諸会費･諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費･諸料金は支払

わなければなりません。会員が自己都合により諸会費・諸料金を滞納した場合、本クラブが指定する方法で支

払わなければなりません。その際必要な遅延損害金、金融手数料等の費用はすべて会員本人が負担するものと

します。

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､本クラブ所定の退会手続きが完了するまでの間､本クラブ

が適当と認める順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまた

は本クラブが認める理由がある場合のみ返還いたします｡尚､返還先は､会員本人または第7条①で予め本クラブ

が認めている会員の代理人とします｡

第7条（諸会費･諸料金）

① 会員は本クラブが定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に本クラブに納入しなければなりませ

ん｡本クラブは未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金

の納入を認める場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとし

ます｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前払金前受金を含め法改正の内容に従

い､会員は本クラブが定めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は本クラブがこれを定めます｡尚、諸会費・諸料金の改定により

差額が発生した場合、会社は、会員に対してその差額を徴収または返還するものとします。

④ 利用回数の有無にかかわらず､書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となりま

す｡尚､退会の際､前払い済みの諸会費･諸料金がある諸会費・諸料金を会社に前受金として納入している方が退

会した場合は､本クラブが別途定める基準により算出した金額を､月会費の振替口座へ返還するものとします｡

⑤ 本クラブが運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃、利用権利の変更

もしくは諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､本クラブが定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 諸会費･諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費･諸料金は支払

わなければなりません。会員が自己都合により諸会費・諸料金を滞納した場合、本クラブが指定する方法で支

払わなければなりません。その際必要な遅延損害金、金融手数料等の費用はすべて会員本人が負担するものと

します。

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､本クラブ所定の退会手続きが完了するまでの間､本クラブ

が適当と認める順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまた

は本クラブが認める理由がある場合のみ返還いたします｡尚､返還先は､会員本人または第7条①で予め本クラブ

が認めている会員の代理人とします｡

第7条（諸会費･諸料金）

① 会員は本クラブが定めた諸会費･諸料金を所定の方法で､所定の期日に本クラブに納入しなければなりませ

ん｡本クラブは未成年の会員の親権者､または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として､諸会費･諸料金

の納入を認める場合があります｡この場合､会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとし

ます｡

② 諸会費･諸料金にかかる消費税は会員の負担とします｡尚､消費税法の改正等により消費税率が変更される場

合､適用日以降に該当する期間の諸会費･諸料金に係る消費税について､前受金を含め法改正の内容に従い､会員

は本クラブが定めた方法で差額を負担するものとします｡

③ 諸会費･諸料金の金額､支払時期､支払方法等は本クラブがこれを定めます｡尚、諸会費・諸料金の改定により

差額が発生した場合、会社は、会員に対してその差額を徴収または返還するものとします。

④ 利用回数の有無にかかわらず､書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となりま

す｡尚、諸会費・諸料金を会社に前受金として納入している方が退会した場合は、本クラブが別途定める基準に

より算出した金額を､月会費の振替口座へ返還するものとします｡

⑤ 本クラブが運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて､会員種類の改廃、利用権利の変更

もしくは諸会費･諸料金等の金額を変更することができ､本クラブが定めた方法により告知するものとします｡

⑥ 諸会費･諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費･諸料金は支払

わなければなりません。会員が自己都合により諸会費・諸料金を滞納した場合、本クラブが指定する方法で支

払わなければなりません。その際必要な遅延損害金、金融手数料等の費用はすべて会員本人が負担するものと

します。

⑦ 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合､本クラブ所定の退会手続きが完了するまでの間､本クラブ

が適当と認める順序､方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします｡また､法令の定めまた

は本クラブが認める理由がある場合のみ返還いたします｡尚､返還先は､会員本人または第7条①で予め本クラブ

が認めている会員の代理人とします｡

附則

本会則は､2022年3月18日より施行いたします｡

附則

本会則は、2022年3月28日2024年5月1日より施行いたします。

附則

本会則は､2024年5月1日より施行いたします｡
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